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（表 ） 歳～ 歳の人の自己負担限度額（月額）と負担割合
高額療養費に
該当する場合

入院と外来を合算した限度額（※ ）
（世帯ごとに計算）

外来の限度額
（個人ごとに計算）区分

同じ月に支払った
医療費の合計が左
の額を超えた場合

， 円＋（医療費総額－ ， 円）× ％
， 円一定以上所得者（※ ）割負担

， 円（※ ）
， 円， 円一般割

（ 割※ ）
負担

， 円
， 円

市民税非課税実
， 円市民税非課税質（※ ）

※ 　 割負担となるのは、生年月日が昭和 年 月 日までの人です
※ 　同じ世帯に課税所得が 万円以上の ～ 歳の国保加入者がいる世帯の人　
※ 　同じ世帯の世帯主と国保加入者が市民税非課税で、各自の所得が 円の場合（年金の場合は各自の年金収入から 万円を控除
する）

※ 　国民健康保険高齢受給者証（黄緑色）を持っている人が同じ世帯に 人以上いる場合は、高齢受給者証を持っている人の自己
負担額を合算した額が対象となります

※ 　過去 カ月間で 回以上入院治療に関する高額療養費を受けた場合（限度額適用認定証が適用された場合を含む）の 回目以
降の自己負担限度額

（表 ） 歳未満の人の自己負担限度額（月額）

高額療養費に該当する場合自己負担限度額所得要件区
分

同じ月に支払った医療費を、陰～吋の
ルールに従って集計し、 ， 円を超
えた区分の領収書のみの合計額が、左
の金額を超えた場合陰個人ごとに区分する。隠陰をさらに医療機関ごとに分けて集
計。ただし、外来（通院）の際に処
方せんに基づく薬を調剤薬局で購入
したときは合算します。韻同じ医療機関でも医科と歯科は別々
に計算します。吋同じ医療機関でも入院と外来（通院）
は別々に計算。ただし、入院時に同
じ医療機関の歯科を除く他診療科を
受診した場合は合算します。

， 円＋（医療費総額－ ， 円）× ％
万円超え

国保加入者の旧
ただし書き所得
（※ ）の合計

ア
， 円（※ ）
， 円＋（医療費総額－ ， 円）× ％万円超え

万円以下イ
， 円（※ ）
， 円＋（医療費総額－ ， 円）× ％万円超え

万円以下ウ
， 円（※ ）
， 円

万円以下エ
， 円（※ ）
， 円同じ世帯の世帯主と国保加入

者が市民税非課税オ
， 円（※ ）

※ 　旧ただし書き所得＝総所得金額等－基礎控除（ 万円）。総所得金額等とは前年の総所得金額と山林所得、株式配当所得、譲
渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません

※ 　過去 カ月間で 回以上入院・外来治療に関する高額療養費を受けた場合（限度額適用認定証が適用された場合を含む）の
回目以降の自己負担限度額です

・所得を申告していない場合（未申告）は、「ア」として区分します。
・入院時食事療養費、差額ベッド料などは高額療養費支給の対象外です。
・診療内容の審査の結果によっては、支給額が変わる場合があります。

Information

　高額療養費の支給対象となった場合、診療を受けた月から約
～ カ月後に、広島県後期高齢者医療広域連合から必要書類

が郵送されますので、申請してください。
※初回に限り申請が必要。 回目以降は、原則、申請不要です

高額療養費の支給緯運保険課国保年金係問い合わせ
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